
附
属
書
Ⅰ

日
本
国
に
よ
る
関
税
の
撤
廃
の
た
め
の
実
施
日
程

１
　
協
定
第
十
四
条
１
に
基
づ
く
日
本
国
に
よ
る
関
税
の
撤
廃
は
、
こ
の
表
２
欄
に
掲
げ
る
品
目
の
関
税
に
つ
い
て
同
表
３
欄

に
掲
げ
る
次
の
実
施
日
程
区
分
に
従
っ
て
実
施
す
る
。

「
Ａ
」

こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
関
税
を
撤
廃
す
る
。

「
Ｂ
」

二
千
六
年
四
月
一
日
か
ら
関
税
を
撤
廃
す
る
。

「
Ｃ
１
」

こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
関
税
率
を
二
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
、
二
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
無
税

ま
で
の
八
回
の
毎
年
均
等
な
関
税
の
引
下
げ
を
二
千
三
年
か
ら
二
千
十
年
ま
で
の
各
年
の
そ
れ
ぞ
れ
一
月
一
日
に
行
う
。

「
Ｃ
２
」

こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
関
税
率
を
三
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
、
三
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
無
税

ま
で
の
八
回
の
毎
年
均
等
な
関
税
の
引
下
げ
を
二
千
三
年
か
ら
二
千
十
年
ま
で
の
各
年
の
そ
れ
ぞ
れ
一
月
一
日
に
行
う
。

「
Ｃ
３
」

こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
関
税
率
を
三
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
、
三
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
無
税

ま
で
の
八
回
の
毎
年
均
等
な
関
税
の
引
下
げ
を
二
千
三
年
か
ら
二
千
十
年
ま
で
の
各
年
の
そ
れ
ぞ
れ
一
月
一
日
に
行
う
。

一
三
九



「
Ｄ
」

二
千
四
年
一
月
一
日
か
ら
関
税
率
を
六
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
、
六
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
無
税
ま
で
の
六

回
の
毎
年
均
等
な
関
税
の
引
下
げ
を
二
千
五
年
か
ら
二
千
十
年
ま
で
の
各
年
の
そ
れ
ぞ
れ
一
月
一
日
に
行
う
。

２
　
日
本
国
は
、
こ
の
表
に
掲
げ
る
産
品
に
対
し
て
同
表
３
欄
に
定
め
る
待
遇
よ
り
有
利
な
待
遇
を
許
与
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３
　
こ
の
附
属
書
の
規
定
に
従
っ
て
引
下
げ
を
実
施
し
た
後
の
税
率
に
小
数
点
以
下
一
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ

を
四
捨
五
入
す
る
（
〇
・
〇
五
パ
ー
セ
ン
ト
は
、
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。）。

４
　
こ
の
附
属
書
に
お
け
る
記
載
は
、
二
千
二
年
一
月
一
日
に
改
正
さ
れ
た
統
一
シ
ス
テ
ム
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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